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Ⅰ．対象不動産の表示 

 

【土地】 

所在及び地番 
地目 

登記簿/現況 

地積 

（登記簿） 

福岡県******** 
***番* * ㎡  

***番* * ㎡  

合計 ****㎡  

 

【建物】 

所 在 福岡県******** 

家 屋 番 号  

種 類  

構造及び階層  

築 年 月 日  

床 面 積 

*階 

*階 

 
 

合計  
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Ⅱ．鑑定評価の基本的事項 

 

1．対象不動産の種別及び類型 

「***」・「****」 

 

2．鑑定評価の条件 

(1) 対象確定条件 

対象不動産の現状を所与として鑑定評価を行う。 

 

(2) 想定上の条件 

なし 

 

(3) 調査範囲等条件 

なし 

 

3．価格時点 

****年*月*日 

 

4．価格の種類 

正常価格 

 

5．不明事項に係る取扱い 

不明事項とは、鑑定評価における資料収集の限界、資料不備等によって明らかにする

ことができない事項であり、価格形成要因の分析との関連における必要な記載を、後記

Ⅷ．鑑定評価額決定の理由の要旨 3．個別分析（対象不動産の状況）の項目ごとの記載

の中で必要に応じて説明する。 
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Ⅲ．鑑定評価の依頼目的等 

 

1．依頼者及び鑑定評価書が依頼者以外に提出される場合における当該提出先 

(1) 依頼者 

***** 御中 

 

(2) 鑑定評価書が依頼者以外に提出される場合における当該提出先 

***** 

 

2．開示範囲又は公表の有無 

(1) 鑑定評価額等の依頼者以外への開示の有無及び開示先 

***** 

 

(2) 鑑定評価額等の公表の有無 

***** 

 

3．鑑定評価の依頼目的 

***** 

 

Ⅳ．鑑定評価の依頼目的及び条件と価格の種類との関連 

 

本件は、前記依頼目的及び条件により、市場性を有する不動産について、現実の社会経

済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表

示する適正な価格であるので、求める価格は正常価格である。 

 

Ⅴ．鑑定評価を行った年月日 

 

****年*月*日 
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Ⅵ．関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者に係る利害関係等 

 

1．関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者の対象不動産に関する利害関係等 

関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者の対象不動産に関する利害関係又は対象

不動産に関し利害関係を有する者との縁故若しくは特別の利害関係の有無及びその内

容：いずれもない。 

 

2．依頼者と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との関係 

依頼者と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との間の特別の資本的関係、人的

関係及び取引関係の有無並びにその内容：いずれもない。 

 

3．提出先等と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との関係 

本鑑定評価額が依頼者以外の者へ開示される場合の当該相手方又は本鑑定評価書が

依頼者以外の者へ提出される場合における当該提出先と関与不動産鑑定士及び関与不

動産鑑定業者との間の特別の資本的関係、人的関係及び取引関係の有無並びにその内

容：いずれもない。 
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Ⅶ．対象不動産の確認 

 

1．物的確認 

(1) 実地調査を行った年月日 

****年*月*日 

 

(2) 実地調査を行った不動産鑑定士の氏名 

不動産鑑定士 上銘 隆佑 

 

(3) 立会人 

***** 

 

(4) 実地調査を一部できなかった理由及び対応方法 

 

 

(5) 確認に用いた資料 

①土地関係 

 

②建物関係 

 

 

(6) 実地調査により確認した事項 

 

 

(7) 実地調査により確認した内容 

 

 

(8) 評価上採用する数量 

**** 
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2．権利の態様の確認 

(1) 所有権 

①所有者 

a．土地：**** 

b．建物：**** 

②確認に用いた資料及び確認日 

****年*月*日時点における登記簿 等 
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Ⅷ．鑑定評価額決定の理由の要旨 

 

1．一般的要因の分析 

(1)経済動向 

令和*年*月の内閣府月例経済報告において「景気は、緩やかに回復している。」との

判断が示されている。 

内閣府における我が国の基調判断は以下の通りである。 

・個人消費は、持ち直している。 

・設備投資は、持ち直している。 

・輸出は、底堅い動きとなっている。 

・生産は、持ち直しの兆しがみられる。 

・企業収益は、総じてみれば改善しているが、そのテンポは緩やかになっている。企

業の業況判断は、持ち直しの動きがみられる。 

・雇用情勢は、持ち直している。 

・消費者物価は、上昇している。 

先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩や

かな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金融引締め等が続く中、海外景

気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上昇、金融

資本市場の変動等の影響に十分注意する必要がある。 

内閣府における我が国の政策態度は以下の通りである。 

足下の物価高などの難局を乗り越え、日本経済を本格的な経済回復、そして新たな経

済成長の軌道に乗せていくべく、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」

及びそれを具体化する令和 4年度第 2次補正予算、「物価・賃金・生活総合対策本部」

で取りまとめたエネルギー・食料品等に関する追加策、並びに令和 5 年度当初予算を

迅速かつ着実に実行する。 

賃上げ等の前向きな動きを拡大し、賃金と物価の安定的な好循環につなげるととも

に、グリーン、イノベーションを始めとする計画的で重点的な官民連携投資の拡大を

進め、「成長と分配の好循環」の実現に向けて取り組む。 

今後とも、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略を一体

的に進める経済財政運営の枠組みを堅持し、民需主導の自律的な成長とデフレからの

脱却に向け、経済状況等を注視し、躊躇なく機動的なマクロ経済運営を行っていく。  

このため、「経済財政運営と改革の基本方針 2023（仮称）」等を 6 月に取りまとめ

る。 

日本銀行には、経済・物価・金融情勢を踏まえつつ、賃金の上昇を伴う形で、２％の

物価安定目標を持続的・安定的に実現することを期待する。 
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(2)地価動向（****年 都道府県地価調査の概要） 

総 評 ◆全国平均：全用途平均が 3年ぶりに上昇に転じた。住宅地は 31

年ぶりに上昇に転じた。商業地は 3年ぶりに上昇に転じた。工業

地は 5年連続で上昇し、上昇率は拡大した。 

◆三大都市圏：全用途平均は 2年連続で上昇し、上昇率が拡大し

た。住宅地は横ばいから上昇に転じた。商業地は 10 年連続で上

昇し、上昇率が拡大した。工業地は 9年連続で上昇し、上昇率が

拡大した。 

◆地方圏：全用途平均・住宅地は下落が継続しているが、下落率

は縮小した。商業地は 3年連続で下落しているが、下落率は縮小

した。工業地は 2年連続で上昇し、上昇率が拡大した。 

住 宅 地 〇都市中心部や生活利便性に優れた住宅地では、住宅需要は堅調

であり、低金利環境の継続、住宅取得支援施策等による需要の下

支え効果もあり、地価の上昇が継続している。 

〇生活スタイルの変化による需要者のニーズの多様化等により、

郊外部にも上昇範囲が拡大している。 

〇地方四市は、地価の上昇率が拡大しており、また、四市の中心

部の地価の上昇や供給不足により需要が波及した周辺の市町で

は、高い上昇率をみせている。 

商 業 地 〇個人消費の持ち直しの動きから店舗需要は回復傾向にあり、ま

た、堅調なマンション用地需要やオフィス需要等から、全国平均

で上昇へ転じた。 

〇三大都市圏や地方圏の地方四市等の再開発事業等が進展して

いる地域では、利便性・繁華性向上への期待感から、地価上昇が

継続している。 

〇国内来訪客が戻りつつある観光地や、人流が回復しつつある繁

華街では、上昇に転じた地点等が見受けられる。 
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2．地域分析 

(1)同一需給圏における市場動向 

①同一需給圏の範囲 

 

②同一需給圏の特性及び需要者の属性 

 

③地価動向 

 

 

(2)近隣地域の状況 

①対象不動産の位置及び近隣地域の範囲 

 

②近隣地域の地域的特性 

a．街路条件 

 

b．交通・接近条件 

 

c．環境条件 

 

(a)自然的状態 

 

(b)供給処理施設 

 

(c)危険・嫌悪施設、自然的災害、公害 

 

(d)近隣地域の環境等 

 

d．行政的条件 

 

e．標準画地及び標準的使用 

 

f．今後の動向 
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3．個別分析（対象不動産の状況） 

(1)土地の個別的要因 

街 路 条 件  

交通・接近条件  

環 境 条 件 

日照及び通風 :  

地 勢 :  

地 盤 :  

供給処理施設 :  

行 政 的 条 件 
都市計画区域、市街化区域 

 

画 地 条 件 

形 状 :  

接 面 状 況 :  

地 積 :  

越 境 等 :  

そ の 他 :  

埋蔵文化財の有

無及びその状態 

 

地下埋設物の有

無及びその状態 

 

土壌汚染の有無 

及 び そ の 状 態 
 

標準画地と比較 

した増減価要因 

増 価 要 因 :  

減 価 要 因 :  

更 地 の 最 有 効 

使 用 の 判 定 
 

 

(2) 建物の個別的要因 

① 建物概要 

利 用 状 況    

構 造 ・ 階 数  

延 床 面 積  

建 築 時 期  

維持管理の状態  
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② 建物の状況等 

a．建物の状況 

b．遵法性 

 

c．耐震性 

 

d．有害な物質の使用の有無及びその状態 

 

(3) 建物及びその敷地の個別的要因 

① 建物と敷地との適応状態、環境との適合状態 

 

② 修繕計画・管理計画の良否及びその実施の状態 

 

③ 賃貸経営管理の良否 

 

(4) 対象不動産に係る典型的な需要者層 

 

 

(5) 代替競争関係にある不動産との比較における優劣及び競争力の程度 

 

(6) 建物及びその敷地の最有効使用の判定 
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(2) 鑑定評価の手法の適用 

Ａ．差額配分法 

差額配分法は、対象不動産の経済価値に即応した適正な実質賃料（正常実質賃料）

と実際実質賃料との間に発生している差額について、契約の内容、契約締結の経緯等

を総合的に勘案して、当該差額のうち賃貸人に帰属する部分を適切に判定して得た額

を実際実質賃料に加減して試算賃料を求める手法である｡ 

 

※差額配分法の算定式 

 

正常実質賃料 － 実際実質賃料 ＝ 賃料差額 

 

賃料差額 × 配分割合 ＝ 賃料配分額 

 

実際実質賃料 ± 賃料配分額 ＝ 差額配分法による賃料 

 

① 積算法 

積算法の適用にあたっては、対象不動産について、価格時点における基礎価格を求

め、これに期待利回りを乗じて得た額に必要諸経費等を加算して査定し、積算賃料を

別紙「Ⅰ-1-(3）．積算法の適用」の通り査定した。 

なお、評価上採用した数値の査定根拠は以下の通りである。 

 

※積算法の算定式 

 

基礎価格 × 期待利回り ＝ 純賃料 

 

純賃料 ＋ 必要諸経費等 ＝ 積算賃料 

 

a．基礎価格 

価格時点における再調達原価について減価修正を行った後、契約減価を判定して

基礎価格を算定する。 

(a) 再調達原価（建物及びその敷地） 

(ⅰ) 土地 

イ．土地の比準価格の査定 
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ロ．土地の規準価格の査定 

ハ．土地価格 

 

(ⅱ) 建物再調達価格 

 

(ⅲ) 付帯費用 

 

(ⅳ) 合計 

 

(b) 減価修正（建物及びその敷地） 

 

(c) 積算価格（建物及びその敷地） 

 

(d) 基礎価格 

 

b．期待利回り 

 

c．純賃料 

 

d．必要諸経費等 

 

e．積算賃料 
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② 賃貸事例比較法 

賃貸事例比較法は、新規の賃貸借等の事例を収集して適切な事例の選択を行い、こ

れらに係る実際実質賃料に必要に応じて事情補正及び時点修正を行い、かつ、地域要

因の比較及び個別的要因の比較を行って求められた賃料を比較考量し、これによって

対象不動産の比準賃料を求める手法である。 

同一需給圏内における一棟貸し、または対象不動産に近い規模の成約事例を多数収

集し、駅距離・周辺の利用状況等の地域要因、築年・品等等の個別的要因等に着目し

て比較を行い、試算するものとする。 

 

a．各賃貸事例の概要 

 

No 所在 賃貸面積 月額実質賃料 
対象不動産及び不動産の存する 

近隣地域の概要 

     

     

     

     

 

b．比準賃料 

 

③ 月額正常実質賃料 

以上より、積算賃料及び比準賃料を以下の通り査定した。 

積算賃料    

比準賃料    

 

月額正常実質賃料    

 

④ 差額配分法による賃料 

a．月額実際実質賃料 

 

月額実際実質賃料    

 

b．賃料差額 



 

 22

前記で求めた月額正常実質賃料から月額実際実質賃料を控除して、賃料差額を求

めた。 

賃料差額  

 

c．賃貸人に帰属する賃料差額 

賃料差額の配分については、不動産鑑定評価基準において「賃貸人等に帰属する部

分については、継続賃料固有の価格形成要因に留意しつつ、一般的要因の分析及び地

域要因の分析により差額発生の要因を広域的に分析し、さらに対象不動産について

契約内容及び契約締結の経緯等に関する分析を行うことにより適切に判断するもの

とする。」とされている。 

 

賃貸人に帰属する賃料差額  

 

d．差額配分法による賃料 

月額実際実質賃料に、賃貸人に帰属する賃料差額を加算することにより、差額配分

法による賃料（月額実質賃料）を試算した。 

差額配分法による賃料 

（月額実質賃料） 
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Ｂ．利回り法 

利回り法は、基礎価格に継続賃料利回りを乗じて得た額（純賃料相当額）に必要諸

経費等を加算して試算賃料を求める手法である。 

 

※利回り法の算定式 

 

純賃料 

 

基礎価格 × 継続賃料利回り ＋ 必要諸経費等 ＝ 利回り法による賃料 

 

① 価格時点における基礎価格 

前記の基礎価格より下記の通りである。 

価格時点における基礎価格  

 

② 継続賃料利回り 

a．直近合意時点における基礎価格 

 

直近合意時点における 

基礎価格 
 

 

b．直近合意時点における純賃料 

(a) 実際実質賃料 

 

実際実質賃料（年額）  

(b) 直近合意時点における必要諸経費等 

 

直近合意時点における 

必要諸経費等 
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(c) 直近合意時点における純賃料 

 

直近合意時点における純賃料  

 

c．継続賃料利回り 

(a) 直近合意時点における純賃料の基礎価格に対する割合（純賃料割合） 

 

純賃料割合（直近合意時点）  

(b) 継続賃料利回り 

 

価格時点における継続賃料利回り  

 

③ 利回り法による賃料 

 

利回り法による賃料 

（月額実質賃料） 
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Ｃ．スライド法 

スライド法は、直近合意時点における純賃料に変動率を乗じて得た額に、価格時点

における必要諸経費を加算して試算賃料を求める手法である。 

 

※スライド法の算定式 

 

直近合意時点 

における純賃料 
× 変動率 ＋ 

必要 

諸経費等 
＝ 

スライド法 

による賃料 

 

① 直近合意時点における月額純賃料 

直近合意時点における月額純賃料は下記の通りである。 

直近合意時点における月額純賃料  

 

② 変動率 

 

 

変動率   

③ スライド法による賃料 

直近合意時点における月額純賃料に変動率を乗じ、必要諸経費等を加算して価格時

点の月額支払賃料を求め、さらに一時金の運用益等を加算してスライド法による賃料

（月額実質賃料）以下の通り求めた。 

スライド法による賃料 

（月額実質賃料） 
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5．試算価格の調整と鑑定評価額の決定 

(1) 試算価格の調整 

以上により、以下の試算賃料を得た。 

 

差額配分法による賃料   

利回り法による賃料   

スライド法による賃料   

 

① 各試算賃料の再吟味 

 

② 各試算賃料が有する説得力に係る判断 

 

③ 試算賃料の調整 

a．月額実質賃料 

月額実質賃料    

b．月額支払賃料 

月額支払賃料    
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(2) 鑑定評価額の決定 

以上の検討を踏まえた結果、前記(1)で得た賃料は、対象不動産の賃貸借の継続に係

る特定の当事者間において成立するであろう経済価値を適正に表示する賃料であると

認められるため、対象不動産の鑑定評価額（月額支払賃料）を、以下の通り決定した。 

 

月額実質賃料   

〔月額支払賃料   

 

上記鑑定評価額については、改めて資料の選択、検討及び活用の適否、不動産の価格

（賃料）に関する諸原則の当該案件に即応した活用の適否、一般的要因の分析並びに地

域分析及び個別分析の適否、各手法の適用において行った各種補正、修正等に係る判断

の適否、各手法に共通する価格形成要因に係る判断の整合性、単価と総額との関連の適

否について再検討を行い、さらに対象不動産に係る地域分析及び個別分析の結果と各

手法との適合性、各手法の適用において採用した資料の特性及び限界からくる相対的

信頼性等の観点から各試算賃料が有する説得力の違いを考察した結果、上記価額が適

正な鑑定評価額であると確信し、専門職業家としての良心に従い決定した次第である。 

 

以上 
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〔付記〕 

 

1．不動産鑑定士の役割分担 

業者 

分類 
業者名 

不動産鑑定士 

の氏名 

署名 

(※) 
業務内容 

受任 

業者 

上銘不動産 

鑑定士事務所 

－ － 不動産鑑定士の指揮及び鑑定評価の結果の検証 

上銘 隆佑 ○ 

鑑定評価の手順の全段階 

鑑定評価業務の受任審査 

鑑定評価報告書の審査 

(※)本鑑定評価報告書に署名する不動産鑑定士は、本鑑定評価に関与した不動産鑑定士であり、その役割によって総

括不動産鑑定士とそれ以外の不動産鑑定士に分かれる（◎：総括不動産鑑定士、○：総括不動産鑑定士以外の不

動産鑑定士）。 

 

2．鑑定評価額は、課税資産の譲渡において課されるべき消費税額等を含まないもので

ある。 
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〔参考〕賃料の鑑定評価で使用する用語の説明 

 

1．実質賃料 

(1) 意義 

賃料の種類の如何を問わず、賃貸人に支払われる賃料の算定の期間（1 月、1 年）に

対応する適正なすべての経済的対価 

 

(2) 算定式 

実質賃料 ＝ 純賃料（※） ＋ 必要諸経費等 

  ※敷金・保証金の運用益を含む賃貸人の実質的な手取り賃料 

 ＝ 支払賃料 ＋ 敷金・保証金の運用益等 

 

2．支払賃料 

(1) 意義 

各支払時期に支払われる賃料 

 

(2) 算定式 

支払賃料 ＝ 実質賃料 － 敷金・保証金の運用益等 

 

3．正常実質賃料 

新たに賃貸借契約を締結する場合の実質賃料 

 

4．正常支払賃料 

新たに賃貸借契約を締結する場合の支払賃料 

 

5．実際実質賃料 

実際に支払われる不動産に係るすべての経済的対価 

 

6．実際支払賃料 

実際に各支払時期に支払われる賃料 
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あとがき 

 

1．この不動産鑑定評価書は、「不動産の鑑定評価に関する法律（昭和 38 年法律第 152

号）」の定めにより、不動産鑑定士の資格を有する者が作成した鑑定評価報告書に基

づき、上銘不動産鑑定士事務所が発行したものです。 

 

2．この不動産鑑定評価は、署名した不動産鑑定士が通常の注意をもって行ったもので

すが、この不動産鑑定評価書に関する責任は、当事務所が負います。 

 

3．この不動産鑑定評価書に記載された対象不動産の権利関係、契約関係及び物的状況

は、ご依頼者提示の資料等が事実と符合していることを前提にしたものです。 

 

4．この不動産鑑定評価書に記載された鑑定評価額は、取引価格または成約賃料を保証

するものではありません。 

 

5．この不動産鑑定評価書の依頼目的以外の使用及び記載事項の引用をする場合には、

事前に当事務所と協議し、書面による同意が必要になります。 
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※出典：地理院地図 

  

広域地図 
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住宅地図 

 対象不動産  
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対象不動産を撮影 

 

 

エントランス 

 

 

 

写真① 

写真② 
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